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審査にかかる時間（統計法第３３条）

○ 申請書類に疑義がある場合の確認、複数の調査や複数の年度をまたぐ場合は、データフォーマットが異なること等
から、審査には時間がかかっている。
○ さらに、申請様式の大幅な変更に伴い、調査票情報の利用申請の審査に時間を要したことや、新型コロナウイルス対
応等の特殊な事情から、令和元年度以降の調査票情報の提供については、例年の倍程度、提供に時間を要している状況。

（注）厚生労働省政策統括官（統計・情報政策）付参事官（企画調整担当）付審査解析室審査分
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審査にかかる時間（統計法第３３条）

○平均値（９９日）よりも、中央値（８４日）の方が短くなっている。
数は少ないものの審査に長期間かかったものが平均を引き上げている。
○分布を見ると、３１日以上６０日未満が最も多く、以後、概ね日数が増えるほど割合が低くなる傾向にある。

中央値
８４日

審査日数の分布

（注）厚生労働省政策統括官（統計・情報政策）付参事官（企画調整担当）付審査解析室審査分
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審査にかかる時間（統計法第３３条 種類別）

○研究者の利用が多い統計法第３３条第１項第２号の場合、平均審査日数が長い。
○変更申請等と比べ、通常の新規申請の場合、平均審査日数が大幅に長くなっている。

種類 平均審査日数

通常新規（Ａ、Ｂ以外） １３２日

Ａ 調査事項追加、目的変更、年次追加 ７９日

Ｂ 利用期間変更、利用者追加、利用場所変更等 ３３日

種類 平均審査日数

統計法第３３条第１項第１号 ８８日

統計法第３３条第１項第２号 １１９日

（注）厚生労働省政策統括官（統計・情報政策）付参事官（企画調整担当）付審査解析室審査分


